
No.1

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3電話番号

り災証明書交付申請者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

り災した住民からの申請により、り災証明書を発行するために利用す
る。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

被災者台帳

り災証明書発行事務

総合政策局危機管理部防災対策課、各区地域づくり支援課
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No.2

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3電話番号、4Eメールアドレス、5自治会への加入状況

自主防災組織の代表者として届出があった者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

・自主防災組織への各種連絡のために利用する。
・自主防災組織助成事務における各種通知や支払のために利用する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

自主防災組織代表者等一覧

自主防災組織育成指導及び助成事務

総合政策局危機管理部防災対策課、各区地域づくり支援課

No.2



No.3

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 □本人 □他の行政機関等

■行政機関等内部での利用

方法 □窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

記録情報の収集方法：保健福祉局高齢障害部高齢福祉課で所管

している避難行動要支援者名簿システム

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：市と協定を締結した町内自治会・自主防災組織・マン
ション管理組合

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6要介護認定状況、7障
害の有無・種類

千葉市避難行動要支援者名簿に掲載されている避難行動要支援者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

地域における避難支援等の体制の構築を推進するため、下記の提供先
に、市が保有する避難行動要支援者の個人情報を提供する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

避難行動要支援者名簿システム

避難行動要支援者支援事務

総合政策局危機管理部防災対策課、各区地域づくり支援課
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No.4

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

■

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

専用アプリ（My City Report)

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2ニックネーム、3電話番号、4住所、5誕生年、6性別、7職業、
8メールアドレス、9識別番号、10レポート内容

利用登録者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

ちばレポ参加登録者の管理、参加登録内容及びレポート内容の確認、
連絡、ちばレポ及び市政に関するお知らせやアンケート及び配信、レ
ポートデータの集計及び分析、レポート対応所管課等への情報の利用
及び提供

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

My City Report for citizens

ちばレポ（My City Report)

広報広聴課、土木保全課、土木管理課、自転車政策課、下水道維持課、総合治水課、

道路計画課、道路建設課、街路建設課、土木事務所管理課、土木事務所維持建設課、

緑政課、公園管理課、公園建設課、公園緑地事務所、動物公園、収集業務課、環境事

業所、防災対策課、危機管理課、地域安全課、都市計画課都市デザイン室、地域づく

り支援課、市民自治推進課、環境保全課、観光MICE企画課
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No.115

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

個人情報ファイル簿

内容

施設予約システム

施設予約システムの利用に関する事務

情報システム課、緑政課、市民総務課、スポーツ振興課、文化振興
課、こども企画課、雇用推進課、公園管理課、中央区地域づくり支援
課、花見川区地域づくり支援課、稲毛区地域づくり支援課、若葉区地
域づくり支援課、緑区地域づくり支援課、美浜区地域づくり支援課

提供先：

1氏名、2電話番号、3住所、4性別、5生年月日、6勤務先、7在学先、8
メールアドレス、9利用目的、10催し物名、11加入団体名
※1～3は必須項目、4～10は任意項目。11は団体の代表者又は担当者
として登録する場合のみ必須。

施設予約システムの利用者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

利用者管理、予約管理、抽選管理、統計管理、その他、施設予約シス
テムの運用に必要な業務

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

ちば施設予約サービス利用規約　９　登録事項の変更
窓口：登録元施設管理者

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

―

ちば施設予約サービスは、千葉県及び県内自治体と共同利用しており、本サー
ビスにおいて収集した利用者情報は、千葉県及び県内自治体分が、共通の基盤
上に一括して格納されている。
また、本市において登録された利用者情報は、利用者本人から氏名等の情報提
供を受けることで、ちば施設予約サービスを利用する千葉県や県内自治体が
ファイルを検索し、閲覧することが可能である。

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

No.115



No.5

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の実施機関

□実施機関内の利用 □その他

方法 ■窓口 ■電子申請 □郵送　　■メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

□

■

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

千葉市個人情報ファイル簿

内容

コミュニティセンター使用許可申請書等綴

コミュニティセンター使用許可等事務

市民局市民自治推進部市民総務課、各区地域づくり支援課

4 個人情報ファイルの利用目的

コミュニティセンターの利用について適切に管理するため。

経常的な実施機関内の利用がある（詳細は備考）

経常的な提供先がある

提供先：

１団体名、２氏名、３住所、４電話番号、５Ｅメールアドレス、６活
動内容、７年代、８勤務（在学）先、９障害の有無

団体の代表者、申請者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□その他

8
要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

―

記録情報の収集方法　団体の代表者等

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

No.5



No.6

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

■

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

国等：J-LIS
内部利用：各区市民総合窓口課

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3性別、4生年月日

対象区域内の住民

7 記録情報の収集方法

■国等

■行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

マイナンバーカード交付に関する記録

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

マイナンバーカード管理簿

マイナンバーカード交付事務

各区市民総合窓口課

No.6



No.7

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

■

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

国等：他市町村、法務局
内部：各区市民総合窓口課、国民健康保険システム（健康保険課）、
税務システム（課税管理課）介護保険システム（介護保険管理課）他

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：他市町村・J-LIS、選挙管理システム（選挙管理委員会
事務局）、学齢簿システム（教育委員会）

1識別番号（個人番号・住民票コード）、2氏名、3性別、4生年月日、
5住所、6本籍・国籍、7電話番号、8Eメールアドレス、9公的扶助、10
親族関係、12居住状況、13世帯主、14戸籍筆頭者、15免許証・旅券等
本人確認資料
千葉市の住民基本台帳登録

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

住民基本台帳事務を実施するため
（住民異動処理、住民票写しの交付など）

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

住民記録管理システム

住民記録事務

各区市民総合窓口課

No.7



No.8

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

国等：他市区町村、法務局
内部：税部門、各区市民総合窓口課

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：他市町村・法務局
1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5本籍・国籍、6電話番号、7Eメー
ルアドレス、8身体特性、9家庭状況、10婚姻歴、11親族関係、12社会
的身分、13病歴、14世帯主、15戸籍筆頭者、16出生の場所、17死亡の
場所、18死因、19妊娠週数、20医療機関、21署名、22印影、23免許
千葉市に本籍がある者（除票含む）

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

戸籍事務を実施するため
（戸籍処理、戸籍全部事項証明書の交付など）

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

戸籍管理システム

戸籍事務

各区市民総合窓口課

No.8



No.9

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 □本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 □電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

収集相手（国等）：検察庁

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5本籍・国籍、6犯罪歴、7確定日、
8刑名、9罪名、10公民権停止、11禁治産・準禁治産破産、12刑の消滅
等

既決犯罪人

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

検察庁からの通知並びに他市区町村間の本籍人に関する犯罪に関わる
調整を行う。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

既決犯罪人名簿

既決犯罪人名簿事務

各区市民総合窓口課

No.9



No.10

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

□

■

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3電話番号、4Eメールアドレス、5財産・収入（自動車
の種類等）、6本人確認資料（写し）

臨時運行許可申請者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

検査登録等のための回送に係る臨時運行許可証の交付を行う。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

自動車臨時運行許可申請簿

自動車臨時運行許可事務

各区市民総合窓口課・市民センター（一部）

No.10



No.11

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

□

■

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3性別、4生年月日

申請者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

住民表示付番申請の受付を行う。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

住居表示付番申請簿

住居表示付番申請事務

各区市民総合窓口課

No.11



No.12

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3電話番号、4財産・収入

申請者・死亡者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

埋火葬の許可を行う。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

死体（胎）埋火葬許可簿

死体（胎）埋火葬許可事務

各区市民総合窓口課・各市民センター

No.12



No.13

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6電話番号、7Eメール
アドレス、8印影、9本人確認資料（写し）

申請者・保証人

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

印鑑に係る登録・廃止届等の受理及び公証を行う。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

印鑑登録ファイル

印鑑登録事務

各区市民総合窓口課・各市民センター

No.13



No.14

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

■

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 □本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

□

■

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

収集先：保護者

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5電話番号、6Eメールアドレス、7
職業・職歴、8学業・学歴、9家庭状況、10親族関係、11居住関係

申請者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 ■その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

転入学の通知書の交付並びに学区外通学及び区域外通学の申請に対す
る許可を行う。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

就学者リスト

就学事務

各区市民総合窓口課・各市民センター

No.14



No.15

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3電話番号

申請者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

住居表示実施証明書を交付する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

住居表示新旧対照簿

住居表示証明事務

各区市民総合窓口課・各市民センター・区政事務センター

No.15



No.16

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 □本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 ■電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

7について
相手（国等）：他の市区町村
相手（その他）：給与支払報告書等の提出義務者

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5電話番号、6所得状況、7銀行口
座、8外国人であること、9家族構成、10続柄、11同居・別居の別、12扶
養関係、13血族関係、14姻族関係、15障害の有無、16障害の種類・部
位・程度

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 ■その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

個人市民税・県民税の賦課を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

eLTAXサービス（個人市民税・県民税賦課）

個人市民税・県民税の賦課事務

財政局税務部　課税管理課、市民税課

No.16



No.17

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 ■電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

7について
相手（本人）：本人の代理人を含む。

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3電話番号、4資産状況

納税義務者

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

固定資産税（償却資産）の賦課を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

eLTAXサービス（固定資産税（償却資産）賦課）

固定資産税（償却資産）の賦課事務

財政局税務部　課税管理課、法人課

No.17



No.18

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 ■電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

7について
相手（本人）：本人の代理人を含む。

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3電話番号、4資産状況

納税義務者

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

法人市民税の賦課を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

eLTAXサービス（法人市民税賦課）

法人市民税の賦課に関する事務

財政局税務部　課税管理課、法人課

No.18



No.19

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 ■電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

7について
相手（本人）：本人の代理人を含む。

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3電話番号、4資産状況

納税義務者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

事業所税の賦課を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

eLTAXサービス（事業所税賦課）

事業所税の賦課に関する事務

財政局税務部　課税管理課、法人課

No.19



No.20

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 □本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 ■電子申請 □郵送 □メール

■照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

7について
相手（国等）：税務署

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5電話番号、6所得状況、7銀行口
座、8外国人であること、9家族構成、10続柄、11同居・別居の別、12扶
養関係、13血族関係、14姻族関係、15障害の有無、16障害の種類・部
位・程度

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

個人市民税・県民税の賦課を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

e-TAXサービス（個人市民税・県民税の賦課事務）

個人市民税・県民税の賦課事務

財政局税務部　課税管理課、市民税課

No.20



No.21

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

■照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

7について
相手（国等）：他の市区町村、税務署
相手（行政機関等の内部での利用）：保護課
相手（その他）：給与支払報告書等の提出義務者

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1宛名番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6電話番号、7生活保
護、8課税・納税状況、9銀行口座、10外国人であること、11家族構
成、12続柄、13同居・別居の別、14扶養関係、15血族関係、16姻族関
係、17障害の有無、18障害の種類・部位・程度、19DVを受けた事実

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

■行政機関等内部での利用 ■その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

個人市民税・県民税の賦課を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

税務システム（個人市民税・県民税賦課）

個人市民税・県民税の賦課事務

財政局税務部　課税管理課、市民税課

No.21



No.22

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

7について
相手（国等）：法務局
相手（その他）・方法（その他）：本市による現地調査

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1宛名番号、2氏名、3住所、4電話番号、5資産状況、6課税・納税状
況、7生活保護、8銀行口座、9DVを受けた事実

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 ■その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

固定資産税・都市計画税の賦課を適正に行う
※　法人課は固定資産税のみ

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

税務システム（固定資産税賦課）

固定資産税・都市計画税の賦課事務

財政局税務部　課税管理課、資産税課、法人課

No.22



No.23

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

■照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

7について
相手（本人）：本人の代理人を含む。
相手（国等）：税務署、県税事務所

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1宛名番号、2氏名、3住所、4電話番号、5資産状況、6課税・納税状
況、7銀行口座

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

法人市民税の賦課を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

税務システム（法人市民税賦課）

法人市民税の賦課事務

財政局税務部　課税管理課、法人課

No.23



No.24

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

7について
相手（本人）：本人の代理人を含む。
相手（国等）：運輸局、軽自動車検査協会、他の市区町村、一部事務組
合

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1宛名番号、2氏名、3住所、4電話番号、5課税・納税状況、6銀行口座、
7ナンバー、8DVを受けた事実

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

軽自動車税の賦課を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

税務システム（軽自動車税賦課）

軽自動車税の賦課事務

財政局税務部　課税管理課、市民税課

No.24



No.25

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

7について
相手（本人）：本人の代理人を含む。

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1指定番号、2氏名、3電話番号、4メールアドレス、5課税・納税状況、
6銀行口座

納税義務者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

事業所税の賦課を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

税務システム（事業所税賦課）

事業所税の賦課事務

財政局税務部　課税管理課、法人課

No.25



No.26

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

■

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 □本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

4について
社会援護課、児童相談所等の公用照会元課
7について
各税目の課税台帳に記載されている内容を利用するため、新たな情報

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：本人、公用照会元等（税務証明の交付、照会への回答等
によるもの）

1宛名番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6電話番号、7生活保
護、8課税・納税状況、9銀行口座、10外国人であること、11家族構
成、12続柄、13同居・別居の別、14扶養関係、15血族関係、16姻族関
係、17障害の有無、18障害の種類・部位・程度、19DVを受けた事実、
20資産状況、21ナンバー
※市民総合窓口課及び保健福祉センターは1～19のみ

納税義務者

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 ■その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

税務証明等の交付

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

税務システム（税務証明）

税務証明発行事務

財政局税務部　課税管理課、市民税課及び市税出張所
並びに市民総合窓口課、市民センター、保健福祉センター及び椎名連
絡所

No.26



No.27

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

■照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

7について
相手（本人）：本人の代理人を含む。
相手（国等）：他の市区町村、税務署
相手（その他）：給与支払報告書等の提出義務者

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1宛名番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6電話番号、7生活保
護、8所得状況、9銀行口座、10外国人であること、11家族構成、12続
柄、13同居・別居の別、14扶養関係、15血族関係、16姻族関係、17障
害の有無、18障害の種類・部位・程度

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 ■その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

個人市民税・県民税の賦課を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

課税原票管理システム（個人市民税・県民税の賦課事務）

個人市民税・県民税の賦課事務

財政局税務部　課税管理課、市民税課

No.27



No.28

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 □本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

7について
相手（行政機関等内部での利用）：建築情報相談課
方法（その他）：システムの閲覧

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1宛名番号、2氏名、3住所、4建築確認申請状況（計画変更確認申請状
況を含む。）、5完了検査申請状況（中間検査申請状況を含む。）

納税義務者

7 記録情報の収集方法

□国等　

■行政機関等内部での利用 □その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

固定資産税・都市計画税の賦課を適正に行う
※　法人課は固定資産税のみ

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

台帳・帳簿登録閲覧システム（固定資産税・都市計画税の賦課事務）

固定資産税・都市計画税の賦課事務

財政局税務部　課税管理課、資産税課、法人課

No.28



No.29

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

7について
相手（国等）：法務局

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1宛名番号、2氏名、3住所、4電話番号、5資産状況、6課税状況、7登記
状況

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

固定資産税・都市計画税の賦課を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

家屋評価システム（固定資産税賦課）

固定資産税・都市計画税の賦課事務

財政局税務部　課税管理課、資産税課

No.29



No.30

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 □本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

7について
相手（国等）：法務局
方法（その他）：データ連携

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1宛名番号、2氏名、3住所、4登記情報

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

固定資産税・都市計画税の賦課を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

登記・課税データ連携システム（固定資産税賦課）

固定資産税・都市計画税の賦課事務

財政局税務部　課税管理課、資産税課

No.30



No.31

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 □本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

7について
相手（その他）・方法（その他）：本市が業務委託により収集

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1資産状況

納税義務者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 ■その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

固定資産税・都市計画税の賦課を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

固定資産業務支援ＧＩＳ（固定資産税賦課）

固定資産税・都市計画税の賦課事務

財政局税務部　課税管理課、資産税課

No.31



No.32

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 ■電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1軽自動車の車検に係る情報
（道路運送車両法第59条に規定されている「検査対象軽自動車」に限
る。）

納税義務者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

軽自動車税の賦課を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

軽ＯＳＳ（軽自動車保有関係手続のワンストップサービス）連携システム（軽自動車税賦課）

軽自動車税の賦課事務

財政局税務部　課税管理課、市民税課

No.32



No.33

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 □本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 ■電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

―

―

個人情報ファイルの利用目的

軽自動車税の賦課を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

7について
相手（国等）：軽自動車検査協会
（一般社団法人　全国軽自動車協会連合会を経由して）

個人情報ファイル簿

内容

軽自動車検査情報市区町村提供サービス（軽自動車税賦課）

軽自動車税の賦課事務

財政局税務部　課税管理課、市民税課

提供先：
1軽自動車の検査情報、2経年車重課及びグリーン化特例（軽課）の対
象区分を判定した結果、3使用の本拠の位置等に対応する「全国町･字
ファイル」の「町・字コード」を付加したもの
（三輪又は四輪の軽自動車に限る。）
納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4

No.33



No.34

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

■

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 ■他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 ■メール

■照会（国等） ■照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

4　行政機関等内部での経常的な利用
市税に滞納がないことを前提として行うサービス給付を所管する課
7　記録情報の収集方法
（相手）
国等→他の地方公共団体
その他→勤務先、取引先金融機関
（方法）
照会（国等）…他の地方公共団体への公用照会
照会（その他）…勤務先への給与照会、金融機関等への預金照会

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：市税等電話催告業務の受託事業者
　　　　千葉県税務課特別滞納処分室

1宛名番号、2氏名・通称、3男女の別、4生年月日、5住所・送付先、6
本籍・国籍、7電話番号、8Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、9勤務先、10財産の保有状況・
収入額、11税及び料金の賦課額及び納付状況（滞納状況）、12公的扶
助、13銀行名・預金種別・口座番号、14世帯構成・続柄、15滞納に係
る督促及び催告の状況、16交渉経過、17猶予の状況、18滞納処分の状
況

市民及び課税財産保有者

7 記録情報の収集方法

■国等

■行政機関等内部での利用 ■その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

市税等強制徴収債権の徴収及び滞納整理事務に係る分析のために使用
する

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

統一滞納管理システム

市税等強制徴収債権の徴収及び滞納整理に関する事務

財政局税務部納税管理課／東・西部市税事務所納税第一・二課／
東・西部市税事務所市民税課／中央・花見川・稲毛・緑区市税出張所
／保健福祉局医療衛生部健康保険課／保健福祉局高齢障害部介護保険
管理課／こども未来局こども未来部幼保運営課／建設局下水道企画部
下水道経理課／各区市民総合窓口課／各区保健福祉センター高齢障害
支援課介護保険室

No.34



No.35

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

収集先：
方　法：

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3電話番号、4資産状況

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

個人市・県民税の徴収を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

eLTAXサービス（個人市・県民税徴収）

個人市・県民税の徴収事務

財政局税務部　納税管理課、納税第一課、納税第二課

No.35



No.36

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

収集先：
方　法：

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3電話番号、4資産状況

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

固定資産税の徴収を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

eLTAXサービス（固定資産税徴収）

固定資産税の徴収事務

財政局税務部　納税管理課、納税第一課、納税第二課

No.36



No.37

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

収集先：
方　法：

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3電話番号、4資産状況

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

法人市民税の徴収を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

eLTAXサービス（法人市民税徴収）

法人市民税の徴収事務

財政局税務部　納税管理課、納税第一課、納税第二課

No.37



No.38

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

収集先：
方　法：

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3電話番号、4資産状況

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

軽自動車税の徴収を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

eLTAXサービス（軽自動車税徴収）

軽自動車税の徴収事務

財政局税務部　納税管理課、納税第一課、納税第二課

No.38



No.39

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

収集先：
方　法：

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3電話番号、4資産状況

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

事業所税の徴収を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

eLTAXサービス（事業所税徴収）

事業所税税の徴収事務

財政局税務部　納税管理課、納税第一課、納税第二課

No.39



No.40

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

■照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

収集先：

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1宛名番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6電話番号、7生活保
護、8納税状況、9銀行口座、10外国人であること、11家族構成、12続
柄、13同居・別居の別、14扶養関係、15血族関係、16姻族関係、17障
害の有無、18障害の種類・部位・程度、19DVを受けた事実

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

個人市民税・県民税の徴収を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

税務システム（個人市民税・県民税徴収）

個人市民税・県民税の徴収事務

財政局税務部　納税管理課、納税第一課、納税第二課

No.40



No.41

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

収集先：

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1宛名番号、2氏名、3住所、4電話番号、5資産状況、6納税状況、7生活
保護、8銀行口座

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

固定資産税・都市計画税の徴収を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

税務システム（固定資産税徴収）

固定資産税・都市計画税の徴収事務

財政局税務部　納税管理課、納税第一課、納税第二課

No.41



No.42

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

収集先：

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1宛名番号、2氏名、3住所、4電話番号、5資産状況、6納税状況、7生活
保護、8銀行口座

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

法人市民税の徴収を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

税務システム（法人市民税徴収）

法人市民税の徴収事務

財政局税務部　納税管理課、納税第一課、納税第二課

No.42



No.43

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

■照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

収集先：

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1宛名番号、2氏名、3住所、4電話番号、5納税状況、6銀行口座、7ナン
バー

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

軽自動車税の徴収を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

税務システム（軽自動車税徴収）

軽自動車税の徴収事務

財政局税務部　納税管理課、納税第一課、納税第二課

No.43



No.44

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

収集先：

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1指定番号、2氏名、3電話番号、4メールアドレス、5納税状況、6銀行
口座

納税義務者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

事業所税税の徴収を適正に行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

税務システム（事業所税徴収）

事業所税の徴収事務
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